
令和　６年１０月２５日

（株）鴻治組

広島県広島市安芸区船越南１－２－６

令和６年度広島国道事務所管内トンネル補修工事

広島県東広島市八本松町～廿日市市大野、呉市天応南町～呉市宮花町、呉市広
白石～東広島市安芸津町木谷

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　７月　１日

工 期 (至) 令和　７年　２月２８日

１８１，９４０，０００円（税込み）

＋　６，５７８，０００円（税込み）

１８８，５１８，０００円（税込み）

１．現地の状況等により、数量の増減を行う。
２．第39条関係（部分引渡し）
　1) 部分引渡しの数量等を変更する。
　2）指定部分工期を令和６年１１月２９日に延期する。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　６年１１月１１日

（株）鴻治組

広島県広島市安芸区船越南１－２－６

令和６年度広島国道事務所管内トンネル補修工事

広島県東広島市八本松町～廿日市市大野、呉市天応南町～呉市宮花町、呉市広
白石～東広島市安芸津町木谷

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　７月　１日

工 期 (至) 令和　７年　２月２８日

１８８，５１８，０００円（税込み）

　　＋　６８２，０００円（税込み）

１８９，２００，０００円（税込み）

１．現地の状況等により、数量の増減を行う。
２．第39条関係（部分引渡し）
     1) 部分引渡しの数量等を変更する。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　７年　２月１９日

（株）鴻治組

広島県広島市安芸区船越南１－２－６

令和６年度広島国道事務所管内トンネル補修工事

広島県東広島市八本松町～廿日市市大野、呉市天応南町～呉市宮花町、呉市広
白石～東広島市安芸津町木谷

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　７月　１日

工 期 (至) 令和　７年　２月２８日

　１８９，２００，０００円（税込み）

＋　１３，０９０，０００円（税込み）

　２０２，２９０，０００円（税込み）

１．現地の状況等により、数量の増減を行う。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


